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地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 4 項の規定に基づく監査を実施したので、同

条第 9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。 

 

 

足利市監査委員  岡 本 篤 典 

 

 
 

足利市監査委員  岡 部 記 和 

 

 
 

足利市監査委員  柳   収一郎 

 

記 

 

１ 監査の種類 定例監査 

２ 監査実施日 平成 30年 10月 5 日 都市建設部 

  平成 30年 10月 17日 消防本部、総合政策部 

  平成 30年 10月 31日 農業委員会事務局、議会事務局 

                平成 30年 11月 12日 健康福祉部 

        平成 30年 11月 26日 総務部 

平成 30年 12月 18日 生活環境部 

平成 30年 12月 26日 会計課、行政委員会事務局 

３ 監査の方法 

あらかじめ提出を求めた関係帳簿、証ひょう類等について、試査により内容調査、照合、検

査等を行うとともに関係職員等に対する質問等により実施した。 

４ 監査の対象及び結果 

監査の対象 監 査 結 果 

都 市 建 設 部 財務に関する事務は、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

消 防 本 部 財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。 

総 合 政 策 部 財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。 

農業委員会事務局 財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。 

議 会 事 務 局 財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。 

健 康 福 祉 部 財務に関する事務は、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

総 務 部 財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。 

生 活 環 境 部 財務に関する事務は、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

会  計  課 財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。 

行政委員会事務局 財務に関する事務は、適正に執行されているものと認められた。 



 

 

５ 意見・要望 

上記監査結果のうち、都市建設部、健康福祉部、生活環境部においては、財務に関する事務

は、おおむね適正に執行されていると認められたが、契約・支出負担行為等に関して基本的な

事務処理における誤りが見受けられた。 

なお、これらについては、以前にも他部署において同様の誤りが見受けられたものであり、

繰り返されることによって、事務処理上のリスクともなり得ることが懸念されることから、全

庁的な課題として捉え取り組むべきであることを付記する。  

また、職員にはもとより、規則や事務処理手順に則り適正な事務執行に努めることが求めら

れるが、職員一人ひとりが自らの問題であるという自覚を持ち、リスク管理に根ざした事務手

続きの改善や内部統制のあり方について検討を進められたい。 

特に、支出に関する事務手続きのうち、各部課において独自の振込データを作成しているも

のについては、事務処理が誤りなく適正に行われるよう留意されたい。 

 

 

 

 

 


